
 

 

 
 
 和歌山市では、大地震等の災害時に水道が機能しなくなった場合に、トイレ・洗濯等

に使用できる生活用水（飲用ではありません）を無償で地域住民等に提供していただ

ける井戸を募集しています。 
 

 

 

・和歌山市内に所在する井戸であり、災害時に市民等が使用しやすい場所に 
あること。 

・災害時に生活用水を提供できること。 

・現在使用している井戸であり、引き続き使用を予定していること。 

・色、濁り、臭い等生活用水としての使用に問題がないこと。 

・電動式又は手動式のポンプ、つるべ等井戸を使用するための設備があるこ 
と。 

・市が交付する登録標識を外から認識しやすい場所に掲示できること。 

・制度の趣旨を理解し、賛同した所有者のものであること。 

・登録いただいた井戸の情報を市の広報紙、ホームページ等で公開すること 
に同意いただけること。 

 

 

 

和歌山市地域安全課又は各支所・連絡所・サービスセンターに備え付けの 
協力井戸登録申出書に記入し、地域安全課まで直接持参いただくか、郵送し 
てください。和歌山市ホームページからも申出書をダウンロードできます。 

 

 

 

①お申し出 

②現場確認（お立会いをお願いします。） 

③登録手続き 

④協力井戸登録通知書及び登録標識の交付 
 

 

 

和歌山市地域安全課 

郵便番号 ６４０－８１５７ 

住   所 和歌山市八番丁１２番地（消防局庁舎５階） 

電話番号 ０７３－４３５－１００５ 
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和歌山市 

 災害時協力井戸を募集します 

募集要件 

申出方法 

登録の流れ 

問合せ及び登録申出書の提出先 
登録標識（A4サイズ） 


